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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成２３年４月２７日開催の取締役会において、定款一部変更の件を平成２３年６月２ 

３日開催予定の第４４期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお 

知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

・インターネットの普及を考慮して、法務省令に定める所に従い、株主総会参考書類等をインタ

ーネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設するものであ

ります。また、条文の新設に伴い、以下の条文を１条ずつ繰り下げるものであります。 

・その他、必要な規定及び文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

定款の変更内容は、別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会 平成２３年６月２３日（木曜日） 

  定款変更の効力発生日   平成２３年６月２３日（木曜日） 

以  上 



定款変更の内容別紙                         （下線部は変更部分を示します） 
現行定款 変更案 

第２章 株式  
第５条～第１０条 （条文省略）  
（株式取扱規則）  
第１１条 当会社が発行する株券の種類およ

び株式の株主名義書換、株券喪失

登録簿および新株予約権原簿への

記載または記録、単元未満株式の

買取り・買増し、その他株式また

は新株予約権に関する取扱ならび

に手数料は、定款に定めるものの

ほか、取締役会において定める株

式取扱規則による。  
第１２条 （条文省略）  
 

第３章 株主総会  
第１３条～第１７条 （条文省略）  

（新 設）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１８条～第４８条 （条文省略）  
 
 

第２章 株式  
第５条～第１０条 （現行どおり）  
（株式取扱規則）  
第１１条 当会社の株主名簿および新株予

約権原簿への記載または記録、

単元未満株式の買取りおよび買

増し、その他株式ならびに新株

予約権の取扱いに関する諸手続

およびその手数料は、取締役会

で定める株式取扱規則による。  
 
 
第１２条 （現行どおり）  
 

第３章 株主総会  
第１３条～第１７条 （現行どおり）  
（株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供）  
第１８条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報

告、計算書類および連結計算書

類に記載または表示をすべき事

項に係る情報を、法務省令に定

めるところに従いインターネッ

トを利用する方法で開示するこ

とにより、株主に対して提供し

たものとみなすことができる。  
 
 
第１９条～第４９条 （条文省略）  
 
 

 




